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 非化石価値取引市場で取引される非化石証書の主たる価値は「非化石価値（高度化法の非
化石電源比率算定時に計上できる価値）」であり、加えて、「ゼロエミ価値（温対法上のCO2排
出係数が0kg-CO2/kWhである価値）」、「環境表示価値（小売電気事業者が需要家に対し
て付加価値を表示・主張することができる価値）」を有する。
※高度化法・・・エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
※温対法・・・・・地球温暖化対策の推進に関する法律

(参考)非化石証書が持つ環境価値の整理

環境価値 価値の内容

①非化石価値 高度化法上の非化石電源比率の算定時に非化石電源として計上できる価値。

②ゼロエミ価値
小売電気事業者が調整後排出係数算定時に、調達した非化石証書の電力量に
「全国平均係数」を乗じることで算出したCO2排出量を基礎二酸化炭素排出量か
ら減算することができる価値。

③環境表示価値 小売電気事業者が需要家に対して、その付加価値を表示・主張する権利。

非化石価値を有する電気の取引を行う際に付随する環境価値
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→上記の整理より、非化石証書は高度化法上の非化石電源比率の算定時に利用できる他、
温対法上のＣＯ２排出係数算定時にも利用可能。また、需要家に対しても非化石証書の
購入に伴い、実質的に非化石電源由来の電気を調達している旨、訴求が可能となる。

平成29年11月第15回制度検討
作業部会資料に基づき作成
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(参考) 非化石証書の種類について
 これまでの貫徹小委での議論において、非FIT非化石証書のうち、再エネ電気に由来するものにつ
いては、証書の売り手が「再エネ指定」として販売するか「指定無し」として販売するか選択が可能と
されている。

 また、「再エネ指定」においては、FIT電源と非FIT再エネ電源のいずれも再エネ指定となりうるが、
両者間で価格決定方式等に違いがあることから、実質2種類存在することになる。つまり、非化石
証書そのものは以下の3分類となるが、非FIT非化石証書（再エネ指定）とFIT非化石証書の
オークションの統合や再エネ指定証書の細分化等については、取引状況を勘案しながら必要に応じ
て検討することとしてはどうか。

再エネ指定 指定無し

FIT非化石証書 非FIT非化石証書 非FIT非化石証書

対象電源 FIT電源
（Ex. 太陽光、風力、小水力、

バイオマス、地熱）

非FIT再エネ電源
（Ex.大型水力・卒FIT電源等）

非FIT非化石電源
(Ex.大型水力、卒FIT電源、

原子力等)

証書売手 GIO 発電事業者 発電事業者

証書買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者

最低価格 1.3円/kWh 設定しない 設定しない

最高価格 4円/kWh 今後の検討 今後の検討

価格決定方式 マルチプライスオークション シングルプライスオークション シングルプライスオークション

平成30年11月第26回制度検討
作業部会資料に基づき作成
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現行の高度化法に基づく非化石電源比率目標設定の経緯②
平成27年11月第2回
電力基本政策小委員会

より抜粋
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(参考) パリ協定
 2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」
がCOP21（2015年12月）において採択され、 2016年11月4日に発効。

 日本では、中期目標として、2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から26％削減することが目標として定めら
れている。

日本の中期目標（2030年度）：「2013年度比で26％削減」

 1992年 5月 気候変動枠組条約採択（大枠を規定）
 1997年12月 京都議定書採択（先進国のみに排出削減目標を義務付け）
 2015年12月 パリ協定採択（2016年4月に署名式）

→ 「55カ国以上の参加」及び「世界の総排出量のうち55％以上をカバーする国の批准」が発効条件
 2016年11月4日、パリ協定発効

→2017年8月時点で、協定締結国だけで世界の温室効果ガス排出量の約86％、159か国・地域をカバー

背景

パリ協定概要
長期目標（２℃目標）
 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求。
 出来る限り早期に世界の温室効果ガスの排出量をピークアウトし、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による
除去の均衡を達成。

プレッジ＆レビュー
 先進国、途上国を問わず、主要排出国を含む全ての国が自国の国情に合わせ、2020年以降の温室効果ガス削減目標を策
定し、2023年から5年ごとに条約事務局に提出・更新。

 各国は目標の達成に向けた進捗状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを受ける。
長期低排出発展戦略
 全ての締約国は、長期的な「低排出発展戦略」を作成・提出するよう努力すべきであることも規定されており、COP21決定におい
て、長期低排出発展戦略について、2020年までの提出が招請されている。
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高度化法の非化石電源比率の2030年度目標について

 報告対象事業者は、今回達成計画を提出するにあたって、2030年度において非化石
証書を含め非化石エネルギー源が十分に調達できる環境にあることを前提に、2030年
度の目標値（非化石電源比率）を記載した。

 報告対象事業者の2030年度の目標値や、目標達成に向けた取り組み内容に関する
集計結果は以下のとおり。

2030年度目標値
非化石電源比率 事業者数

44%～ 45社
44%未満 1社 (※)

2030年度の目標達成に向けた取り組み
（代表的なもの）

事業者数

非化石証書の購入 34社

卒FIT電気や非FIT再エネ電気の調達 19社

公営水力・大型水力の電気の調達 13社

自社保有の大型水力発電所の安定操業や原
子力発電所の再稼働及び安定操業等

8社

非FIT再エネ発電所の安定操業及び新規開発 7社

原子力発電の電気の調達 6社

廃棄物等の新エネルギー電気の調達 6社

(※)
 高度化法告示において、沖縄県及び離島につい
ては、2030年度の非化石電源比率の目標値に
ついて、「平成29年度供給計画最終年度の比率
を目標値として定めることができる」とされている。

 これを踏まえ沖縄電力は、「国全体の目標値が
44%とされていることを踏まえ最大限努力する」と
しつつ、平成29年度供給計画最終年度の比率
を2030年度の非化石電源比率の目標値として
設定し、達成計画を提出。

平成30年9月第11回電力・ガス
基本政策小委員会資料より抜粋
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達成計画提出対象事業者の意見
 高度化法達成計画の提出義務対象の電気事業者（46社）に対して、2030年目標
達成に向けた課題について意見提出を求めたところ、33社が高度化法達成計画の添
付書類として以下の意見を提出。

• 仮に非化石証書が充分な量存在していても、調達価格が高騰すれば、小売競争上大きな劣後要因となることから、非化石電源および非化
石証書の調達に当たり、小売競争環境が大きく歪むことのないよう、特に非FIT非化石電源の扱いについて、検討および対策が必要。

• 過去に政策的に建設され実質的に旧一電しか持ち得ない原子力や大型水力の非化石価値については、全ての小売事業者に一律の目標
値を課すという現行の判断基準を前提とする場合には、新電力小売と旧一電小売のイコールアクセスの観点から、電気と切り離して非化石価
値取引市場へ全量をプールする必要がある。

• 小売事業者間で非化石価値のイコールアクセスが実現できた場合でも、旧一電の発電部門が非化石証書の販売収益を独占的に得ることで、
旧一電の発電部門における市場支配力が増大することや、旧一電小売に非化石証書の販売収益を移転することで、小売市場の競争環境
を歪めることがないよう、発電部門及び小売部門における旧一電と新電力間の「公平な競争条件」が確保されるような措置の検討が必要。

• 非化石価値エネルギー源の利用目標の達成にあたっては、原子力発電所の再稼動をはじめ、我が国における非化石電源の発電量が適切に
増加していくことが条件になると認識。さらに、それらの電源が非化石価値取引市場等で適切（高騰、売惜しみ、買占めなどなく）に取引さ
れるような制度的措置を希望する。

• ベースロード市場への非化石電源からの供出価格については、電気と非化石価値が分離して取引される事になる為、非化石価値の収入
も計算に入れて算出すべき。

• 原子力発電の非化石価値は、廃炉費用未積立分の託送料負担が終了するまで、一般送配電事業者の帰属とし、非化石価値の収入を
託送料負担の軽減に充てるべき。

• 2030年度目標達成について、各事業者の創意工夫を引き出す観点からも、各事業者単独での達成以外に、より幅広な複数事業者での共
同達成も許容する仕組みについても検討が必要。その場合、ベースロード市場との関係で各事業者に公平な条件が整理されていない場合、
行政主導での共同達成枠組みの検討が必要。

• 現状の高度化法による規定では、小売販売電力量が年間5億ｋWh以上の事業者のみ、目標提出の対象とされている。一方、2030年度
目標の達成は、事業規模の大小を問わず必要となることから、目標提出対象についても、小売事業者全体に義務を課すことが適当。

• 上記の各課題、特に競争環境のイコールフットが担保される前提の上で、中間目標の設定に関する議論がなされることが適切。
• 自家消費分についても高度化法上評価されるような仕組みが必要ではないか。

＜非FIT非化石証書に関する意見＞

＜高度化法2030年度目標・中間評価の基準に関する意見＞

平成30年9月第11回電力・ガス
基本政策小委員会資料より抜粋
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前回の議論のまとめ

 前回の制度検討作業部会では、小売事業者間のイコールフッティングをどのような方法
で担保するのかという観点で、様々な意見を頂戴したところ。

用途制限等
の厳格化を議
論した上で整
理が難しい場
合に目標設定
について議論
すべき

事業者によっ
て目標を変え
るべき

ご意見の内容
• 振り返ってみると、高度化法でそもそも小売電気事業者全員に44％が課さ
れているということが、歪んだ構造になっているのではないか。

• 非化石電源比率の目標は一律44％という形に設定されているが、その目標
を事業者の比率によって異なるものとすることで、イコールフッティングを実現
できるのではないか。

• 収入帰属については、発電事業者に帰属させるのが原則と考える。使途制
限によってイコールフットが達成できるのであれば必要最低限の措置でよい
かもしれないが、使途制限だけでは事業者の競争環境確保が不十分だとい
うことであれば、収入を吐きださせる方法も考える必要があるが、その場合は
寄付金課税との関係を整理する必要があるのではないか。但し、何れの場合
においても整理が難しいということであれば、そもそも44％の目標設定が正
しいのか、という議論にもなると思う。議論の順番があり、慎重な検討を要す
る論点という認識。

• 発販同一の会社において、利益移転が起こるのではないかという懸念がある
が、仮に相対取引を認める場合であっても、きちっと非化石証書の収入が内
部補助として利用されることが無いよう見ていく必要があるのでは。また、少なく
とも小売競争環境を歪めないような仕組みになっていれば非化石電源比率
の目標を変える必要はないのではないか。

非化石市場の
仕組みによるイ
コールフットを追
求する

高度化法の目
標を変えること
でイコールフット
を追求する
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事業者毎に高度化法の目標を変えた際の論点

 2030年の44%目標については、電力・ガス基本政策小委の議論を踏まえ、各事業者が達成すべ
き目標として既に定められている。本作業部会においては、基本政策小委から2030年度目標の変
更について現時点で議論を求められていないところ。

 高度化法の運用によって小売競争に影響があるとの懸念がある一方で、事業者毎に目標を変更す
ることについては、制度設計上考慮すべき様々な論点が考えられるのではないか。

高度化法の目標を事業者によって変える場合の論点

非化石電源比率は、個々の事業者においても、過去の非化石電源への投資や出水率等の稼働状況の変化によっても大きく変わり
得るところ、基準年をいつに設定するか。（基準年の設定方法次第では、過去に非化石電源の稼働に努力した事業者ほど高い目
標を課すことになり、将来に基準年を設定した場合、非化石電源の稼働を抑制するインセンティブが生じる）

事業者毎に2030年目標を変えた場合、事業者のシェアの変動によって、全体として44％目標達成が出来なくなる可能性が生じる。

基準年において、グループ外の事業者から非化石電源を調達している場合、自らの非化石電源比率の内数になっているが、非化石
証書の収入が発電部門に帰属している場合に、当該非化石電源の量を小売事業者の高度化法の目標に反映させるべきかどうか。
また、基準年に稼働していた非化石電源が経年劣化等により、停止せざるを得ない場合等にどのように取り扱うか。

非化石証書の社内取引を認めることとすれば、他社へ販売した非化石証書の収入が小売の値下げ原資に活用され、小売競争環
境に影響を与えるおそれがあることについてどのように考えるか。

※本年7月末に、非化石証書を含め非化石エネルギー源が十分に調達できる環境にあることを前提に高度化法の達成計画の提出を求め、各事業者から2030年44%
目標の達成に向けた計画が提出されている。なお、同時に、2030年目標達成に向けた課題に関する意見も提出されている。
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非化石証書の販売に伴う収入の取り扱いについて

 高度化法の目標を事業者毎に変えない場合、非化石証書の販売収入については、発電部門か
ら小売部門への内部補助に使われる等小売競争環境を阻害する用途に用いられることがなく、ま
た、非FIT非化石電源の新設・維持に資するような用途に用いられることが重要となる。そのために
は、非化石証書の販売収入について、用途を限定して管理するような仕組みが必要ではないか。

 また、非化石証書の販売収入が具体的にどのような用途に充当可能かについても今後議論す
る必要があるのではないか。
※高度化法の趣旨に鑑みると、非化石電源の新設・維持に資するものに限定する必要があるのではないか。

資金の管理の方策の例

会計区分を設けた上で、管理会計を行う

銀行口座を分けて残高の確認を行う 等

資金使途の例

新規（リプレイス含む）の非化石電源設備の建設

非化石電源の安全性確保や安全な廃棄に資する取組

非化石電源設備の出力増や設備の取り換え・
耐用期間延長工事等

非化石電源設備の建設運営に係る理解促進活動

非化石電源導入促進のための蓄電池・電源線等への
投資

非化石電源導入拡大・安全性向上の研究開発
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非化石証書の市場供出について
 高度化法の目標を事業者毎に変えない場合、発電事業者によって非化石電源の保有
状況に偏りがあることから、非化石証書のアクセス環境を確保し、新規参入者にとっても非
化石証書を十分に調達できるようにする必要がある。

 非化石価値については、原則として、非化石電源を保有する発電者に処分権があると考
えられる。他方で、これまでの制度検討作業部会等において、小売事業者による高度化
法の目標達成と公平なアクセス環境を実現するために、当該発電者等が保有する非化
石電源の非化石価値については市場供出すべきとの意見もあったところ。

 このため、小売事業者による高度化法の目標達成と公平なアクセス環境を実現するという
観点から、非化石証書の市場供出について今後議論する必要があるのではないか。
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発電事業者間の競争に与える影響について

 高度化法は非化石電源の利用の拡大を図ることを目的としており、高度化法の運用の
結果、非化石電源の競争力が相対的に高まる（化石電源の競争力が相対的に低下
する）こと自体は法律の趣旨に合致しているのではないか。

 他方で、高度化法の運用の結果、発電事業者間の競争が減殺される場合には問題と
なりうるとの指摘があるが、具体的に競争減殺につながる可能性として、どのようなことが
考えられるか。
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今後の議論の進め方

 これまでの検討結果について一旦、電力・ガス基本政策小委に報告することとしたい。
 その際、高度化法の目標の在り方や、目標を変更せず公平な小売競争環境を確保す
る方策（用途制限、市場供出）についての本作業部会の議論の状況を説明したうえ
で高度化法の目標設定の在り方等について電力・ガス基本政策小委としての考え方を
整理することを求めることとしたい。

 また、高度化法の中間評価の基準の議論の進め方についても電力・ガス基本政策小委
としての考え方を整理することを求めることとしたい。

 基本政策小委の整理を踏まえ、本作業部会で非化石価値取引市場に係る議論を再
開したい。


